
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 152号 令和 7 年 7 月 29日（火） 

発行 税理士法人 KJグループ 

〒536-0006 

大阪市城東区野江 4丁目 11 番 6 号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

経営者のための

■長期所有資産を買い換えた場合の圧縮記帳■ 

 

法人が令和 8 年 3 月 31 日までに、その所有期間が 10 年を超える国内にある土地等、建物（そ

の附属 設備を含みます。以下同じです。）又は構築物を譲渡して、国内にある土地等、建物、構築

物を取得した 場合には、一定の金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができま

す。 

 

(1) 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書 

令和 6 年 4 月 1 日以後に譲渡資産を譲渡して、同日以後に買換資産の取得をする場合のその買換資産につい

て圧縮記帳の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日を含む 3 月

期間（事業年度をその開始の日以後 3 ヶ月ごとに区分した各期間（最後に 3 ヶ月未満の期間を生じたとき

は、その 3 ヶ月未満の期間））の末日の翌日から 2 ヶ月以内に、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の

適用に関する届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。 

 

提出期限は「譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日を含む 3 月期間の末日の翌日から 2

ヶ月以内」とされていることから、3 月期間内に「譲渡資産を譲渡したが買換資産は取得していない」又は

「買換資産を取得したが譲渡資産の譲渡はしていない（同一事業年度内での先行取得）」場合であっても、圧

縮記帳の適用を受ける可能性があるならば期限内の届出が必要になります。 届出書の提出が無い場合には圧

縮記帳の適用を受けることができませんので、提出漏れが無いように十分ご注意ください 

 

(2)  届出書の記載事項 

上記(1)の届出書の記載内容は、それぞれ次の通りです。3 月期間内に「譲渡資産を譲渡したが買換資産は取

得していない」又は「買換資産を取得したが譲渡資産の譲渡はしていない」等、その状況に応じて記載事項が

異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 取得事業年度と譲渡事業年度が異なる先行取得の場合 

取得事業年度と譲渡事業年度が異なる先行取得（譲渡資産の譲渡事業年度開始の日前 1 年（一定 の場合には

3 年）以内に買換資産の取得をして事業の用に供したとき又は供する見込みであるとき）による圧縮記帳の適

用を受けようとする場合にも、買換資産の取得の日を含む事業年度終了の日の翌日から 2 ヶ月以内に、上記

(1)の届出書の提出が必要になります。法人税の確定申告書の提出期限が延長されている場合であっても、届

出書の提出期限は変わりません。  

また、買換資産の取得をし、同一事業年度内に譲渡資産の譲渡をする見込み（同一事業年度内での先行取得）

であるとして届出書を提出したものの、結果として同一事業年度内に譲渡資産の譲渡ができず、取得事業年度

と譲渡事業年度が異なる先行取得による圧縮記帳の適用を受けようとする場 合には、あらためて届出書の提

出が必要とされていますので、一度提出したとしても、状況に応じて 再度の提出が必要となるケースがあり

ます。 

(出典 税務懇話会) 
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